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名称 電話番号 担当する地区
御本丸 （６５１）４７７７ 中央・簗瀬・城東
ようなん （６５８）２１２５ 陽南・宮の原・西原
きよすみ （６２２）２２４３ 昭和・戸祭
今泉・陽北 （６１６）１７８０ 今泉・錦・東
さくら西 （６１０）７３７０ 西・桜
鬼怒 （６８３）２２３０ 御幸・御幸ヶ原・平石
清原 （６６７）８２２２ 清原
瑞穂野 （６５６）９６７７ 瑞穂野
峰・泉が丘 （６１３）５５００ 峰・泉が丘
石井・陽東 （６６０）１４１４ 石井・陽東
よこかわ （６５７）７２３４ 横川
雀宮 （６５５）７０８０ 雀宮（東部）
雀宮・五代若松原 （６８８）３３７１ 雀宮（西部）・五代若松原
緑が丘・陽光 （６８４）３３２８ 緑が丘・陽光
砥上 （６４７）３２９４ 姿川（北部）・富士見・明保
姿川南部 （６５４）２２８１ 姿川（南部）
くにもと （６６６）２２１１ 国本
細谷・宝木 （９０２）４１７０ 細谷・宝木
富屋・篠井 （６６５）７７７２ 富屋・篠井
城山 （６５２）８１２４ 城山
豊郷 （６１６）１２３７ 豊郷
かわち （６７３）８９４１ 古里中学校区
田原 （６７２）４８１１ 田原中学校区
奈坪 （６７１）２２０２ 河内中学校区
上河内 （６７４）７２２２ 上河内

　主人が体調を崩し
思うように体が動か
なくなったので、地
域包括支援センター
に相談してみました。
ベッドへの出入りや
入浴など、どのよう
にしたらよいか悩んでいたのですが、さまざまな福祉
用具を紹介していただくなど、主人も家族も楽になり
助かりました。
　センターの皆さんは、いつも親切に、親身になって
相談に乗ってくれます。さまざまなアドバイスをもら
うことで安心でき、とても心強いです。皆さんも困っ
たことがあったら、気軽にセンターに相談してみてく
ださい。

心強い存在　地域包括支援センター
富屋・篠井地域包括支援センターを利用した

成島定夫さん、スガ子さん（石那田町）

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
住
み
慣
れ

た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

よ
う
支
援
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

市
内
に
は
、
現
在
25
カ
所
の
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、

介
護
・
福
祉
の
総
合
窓
口
と
し

て
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
や
そ
の

家
族
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
談

に
応
じ
て
い
ま
す
。
相
談
は
、

電
話
や
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
の
他
、

自
宅
で
も
応
じ
ま
す
。
費
用
は

掛
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
保
健
師
・
看
護
師
・
社
会
福

祉
士
・
主
任
介
護
支
援
専
門
員

（
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）
な

ど
の
専
門
職
が
連
携
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
相
談
へ
の
助
言
や
支

援
を
行
い
ま
す
。

■
介
護
や
健
康
の
こ
と
　
自
立

し
た
生
活
が
維
持
で
き
る
よ
う

に
、
介
護
予
防
の
た
め
の
ケ
ア

プ
ラ
ン
作
成
や
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
調
整
な
ど
、
高
齢
者
の
皆
さ

ん
が
要
介
護
状
態
に
な
ら
な
い

た
め
の
予
防
対
策
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

■
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
ご
と
　
ど

こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い
か
分
か

ら
な
い
と
き
は
、
ま
ず
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。
ど
の
よ
う
な
支
援

が
必
要
か
を
把
握
し
、
適
切
な

サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
げ
ま
す
。

■
権
利
を
守
る
こ
と
　
高
齢
者

虐
待
へ
の
対
応
や
消
費
者
被
害

の
防
止
、
成
年
後
見
制
度（
※
）

の
活
用
な
ど
、
専
門
家
や
関
連

機
関
と
連
携
し
て
高
齢
者
の
皆

さ
ん
の
権
利
を
守
り
ま
す
。

■
暮
ら
し
や
す
い
地
域
に
す
る

た
め
に
　
高
齢
者
の
皆
さ
ん
の

心
身
の
状
態
や
そ
の
変
化
に
合

わ
せ
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
さ
れ
る
よ
う
に
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
へ
の
助
言
や
、
医
療
機

関
な
ど
の
関
係
機
関
・
団
体
と

の
連
携
・
調
整
を
行
い
ま
す
。

問
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）２
３
５

７

※認知症・知的障がい・精神障がいなどによって、判断能力が不十分な人について、本人の権利を守る援
助者（成年後見人など）を選ぶことで、法律的に支援する制度。制度を利用するためには、親族などが家
庭裁判所に申し立てを行う必要がありますが、申し立てを行う親族などがいない場合は、市が申し立てを
行うこともできますので、お問い合わせください。問認知症の高齢者＝高齢福祉課☎（632）2357、知的
障がい者＝障がい福祉課☎（632）2366、精神障がい者＝保健予防課☎（626）1114

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は

こ
ん
な
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
は

住み慣れた地域で暮らし続ける
お手伝いをします

地域包括
支援
センター

地域包括
支援
センター

お住まいの地区を担当する地域包括支援センター
▽開設日時　月～金曜日の午前8時30分～午後5時15分。


